西条市社会福祉協議会有償日常生活支援事業実施規程
　　（目　的）

第１条　この規程は、社会福祉法人西条市社会福祉協議会（以下「本会」という。）のヘル　

パーセンター（以下「事業所」という。）が実施する有償日常生活支援事業（以下「事業」　

という。）の適正な運営を確保するために、従事者及び運営管理に関する事項を定め、高　

齢者等に対し、介護保険等の公的サービス外で入浴、排泄、食事の介護その他の生活に　

必要な支援を行い、利用者の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ

う適切な日常生活支援サービスを提供することを目的とする。

　（利用対象者）

第２条　社会福祉協議会の公的サービス利用者であって、要介護状態又は要支援状態等にある高齢者等（以下「利用者」という。）で、介護保険等給付対象外のサービスを必要な者とする。

　（サービス提供日及びサービス提供時間）

第３条　事業所のサービス提供日及びサービス提供時間は、次のとおりとする。

(１)　サービス提供日　　月曜日から金曜日までとする。
ただし、国民の祝日、１２月２９日から１月３日までを除くものとする。
(２)　サービス提供時間  午前８時３０分から午後５時１５分までとする。

(３)　必要のある場合は、上記の規定にかかわらず対応するものとする。

　（サービス内容）

第４条　次に掲げるサービスのうち利用者が希望する介護保険等給付対象外のサービスを提供するものとする。

(１)　身体の介護に関すること

　　ア　通院等の介助及び待ち時間の介護

　　イ　外出時の付添い（買い物等）

　　ウ　その他必要な身体の介護

(２)　生活の援助に関すること

　　ア　入院時の準備

　　イ　入院中の洗濯・買い物

　　ウ　薬の受取り（市内病院限定）

　　エ　その他必要な生活援助

　（利用申込及び利用の決定）

第５条　サービスの利用を希望する者は、サービス利用申込書（様式 １）を本会会長（以

　下「会長」という。）あて提出する。

２　会長は、利用申込書を受理したときは、速やかに支援の可否を決定し、通知する。

　（サービス利用料等及び支払いの方法）

第６条　第４条のサービス内容によって、次に定める１時間当たりの額に、時間数を乗 

  じて得た額の利用料を本会の定める期日までに、現金又は金融機関口座振替により納 

  付するものとする。

　(１)　身体介護　　１時間　２，９００円

　(２)　生活支援　　１時間　２，６００円

　(３)　第３条(２)に定める時間を越えた場合は、上記の利用料に、午前６時から午前８時３０分及び午後５時１５分から午後１０時は２５％増し、サービス提供日以外は３５％増しの利用料とする。ただし、国民の祝日、１２月２９日から1月３日までは５０％増しとする。

　（従事者）

第７条　この事業に従事する職員は、事業所の職員とする。
　　

　（従事者の支給賃金）

第８条　この事業に従事する非常勤職員の賃金は、基本給（時間給）とする。

　（秘密保持）

第９条　この事業に従事する者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持

　する。

　

  （準用）

第10条　西条市社会福祉協議会の職員就業規則、臨時・嘱託職員就業規則、非常勤職員

　就業規則は、この事業に従事する職員について該当する規則を準用する。

　 (その他)

第11条　この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定めるものとする。

　附　　則

この規程は、平成19年9月1日から施行する。

　附　　則

この規程は、令和7年12月1日から施行する。
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